
匝亙と旦
組織社会論ノート

平岡義和

I 課題の設定

現代を特徴づける言葉として，しばしば「組織社会」ないしは「組織

の時代」といった表現が用いられる。確かに，現代では，多数の巨大化

した組織が存在している。組織の一員として働くことなしまた組織と

まったく相互作用を営むことをし生活をしていくのは困難である。そ

の意味で，現代社会は組織社会と呼ぶにふさわしいといえよう。しかし，

果たしてこの組織社会の内実について十分な検討がなされてきたのであ

ろうか。

社会学においては，これまで組織社会とは管理社会にほかならないと

する議論が一般的であった~I ウェーパーのいう「全般的官僚制f~J が進
行することによって？国家をも含む巨大な官僚制組織が成立し，それに

よって個人が管理・抑圧される社会が組織社会だというわけである。そ

して，こうした管理化の進展は，ホワイトの組織人（organizationman) 

論？？一トンの官僚主義的パーソナリティ論九示されるような社会的

パーソナリティをも生み出すとされたのであった。

だが，組織は，目標を達成するための合理的な手段であると同時に，

多様な利害をもった個人がその欲求を充足するために形成する連合体で

もある？すなわち，個人はその成員として，組織によって管理されるだ

けの存在ではない。労働者，投資家，消費者等として，労働力，知識，

富といった自己の保有する諸資源を，その自由意志によって組織の提供

する他の資源と交換する主体でもある？その意味で，個人が組紘に参加
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L，その管理下に入るのも，個人と組織との自由な資源交換の帰結にす

ぎないのである。

しかしながら，基本的には個人の自由な意志によって成立しているは

ずの組織は，現実的にはその反対物に転化している。組織はそれ自体的

目標をもち，個人の単なる総和とは異なる制度的存在として立ち現われ

るのである。その際，組織の目標と成員である個人の欲求とは，成員自

身の内部においてコンフリクトを引き起こすことになる。そこで，この

コン7リクトを顕在化きせずに，個人をして組織目標の達成に向けて行

為せしめることが必要になってくる。これが，管理の本質にほかならな

い。管理社会論において展開されてきたのは，こうした組織の管理的側

面についての議論であったといえよう。けれども，個人の自由意志に基

づく組織が，なぜ個人の意志とはかけ離れた存在となるのであろうか。

この転化の論理について管理社会論が十分な解答を与えているとはいい

古ぜたいのである。

最近，組織は個人とは異なる行為主体であり，現代社会の分析には組

織を社会構造の主要な構成要素とみなした新たな社会理論が必要である

として，独自の組織社会論を展開しているのが， 1・5・コール7 ンてvある？

彼は，その中でこうした組織の転化的メカニズムについても言及してい

る。そこで本稿では，コーノレマンの所論を参考にしつつ，組織が個人か

ら独立した自律的な行為者として立ち現われるメカニズムについて考察

することにしたい。それは，同時に，組織社会においては，組織の経営

者ではなし組織それ自体が組織の支配者であると論証することでもあ

る。

II 近代組織の成立

コーノレマンが述べているように，近代組織の成立には，中世の共同体

社会から切り離された自由な個人の存在が前提となっている？中世の共

同体は，それ自体ヒエラJレヒカノレな社会構造の一部として存在し，諸個
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人は，その内部に全面的に包摂されていた。それゆえ，個人はヒエラノレ

ヒカノレな社会構造の構成要素として，その構造的諸関係に規定された存

在であった。そして，社会構造の頂点に立つ少数の個人が，保有する富，

強制l力等の権力源泉を背景にして，多数の個人をその生活全般にわた

って支配していたのである？この中世社会における共同体的規制の弛緩

によって，共同体から切り離された個人が自由に社会的な諸関係を取り

結ぶことが可能になったのであった。それは，イギリスにはじまる産業

革命による経済的・技術的発展によって促進された。また，その背景に

は，宗教改革を一つの転機とする西洋思想の流れが存在していたことも

事実である。とりわけ，啓蒙主義思想における，自然人としての個人が

主権の保有者であり，自己の自由意志でその主権の一部を付与すること

によって国家が成立するという国民国家の観念が，近代組織の出現に関

して重要な役割をはたしていたといえよう？このような中世から近代へ

の移行については，テンニエース？デユノレケーム？ゥェーパー？？ツキ

ーヴァ－＂等 19世紀末から20世紀初頭の社会学者によって解明されてき

たことは周知の事実であろう。では，それが，いかなる形で現代の巨大

な組織を生み出していくことになったのであろうか。

共同体的規制から解き放たれた個人は，自己的欲求を満たすために，

その自由意志で，様々な諸関係を取り結ぶ。そして，単独では追求しえ

ない目標を達成するために協働を行なう。この協働が継続的になり，制

度化されたものが組織である。この組織の存立機制は何も近代組織に固

有のものではない。しかし，近代組織は，中世共同体とは異なり，個人

の生活全般にかかわるものではない。個人は，自己の欲求充足に見合

う分的資源・労働力を組織に提供するにすぎないし，自己の欲求が満た

されないならば，自由にその資源交換をとりやめることが許されている。

すなわち，個人は組織に提供した分の資源・労働力に対する自由な使用

権は失うが，それ以外の面では組織に拘束される必要性はないのである？

こうした近代組織の成立には，限定責任の原理の導入によるところが大
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きい。すなわち，組織の資産と個人の資産の分離が明確化され，組織へ

の資源提供者は，組織上の問題について，提供した資源分以上の責任を

関われることがなくなったからであるで

このようにして，自由な個人による連合体として成立した近代組織は，

提供された資源・労働力を駆使してその目標の達成に向かうことになる。

しかし，目標達成が組織活動を担う成員としての個人の協働によってな

される以上，協働を調整する主体の存在が不可欠となる。なぜなら，継

続的な目標達成をめざす限札協働調整に関する決定に常に全ての組織

関係者が参与することは困難であり，また全ての組織関係者間による決

定をまっていたのでは，組織がたちゆかなくなるからである。このこと

は，組織が対面集団以上の規模に成長し，組織に資源を提供するだけの

個人と，組織の成員として組織活動に従事する個人との分離が進行する

につれ？顕著になる。そこで，組織の協働調整に関する日常的・管理的

な決定を行なう代表者が析出され，他の組織関係者は，組織の所有者側と

して重要な組織的決定に関与する権利はもつものの，他の日常的決定に

加わる権利は失うことになる？

この段階では組織の代表者には，組織活動に緊要な資源を最も多く提

供する所有者が選ばれることが多い。彼がその資源を提供しなくなった

場合，組織の存立が危ぶまれるからである。そして，代表者は，その権

力源泉となる資源を背景にして，またその代表者としての地位を利用し

て，その個人的欲求を組織目標に反映させることになる。しかし，他の

所有者も組織から離脱する自由を有しているがゆえに，代表者としても

その意向を無視することはできない。そこで，代表者は自己の欲求とと

もに，他の所有者の要求をも組み入れた組織目標を設定することになる。

したがって，組織目標は，その程度は異なるにせよ，個々の所有者の欲

求と直接的な関連をもっているといえよう。とはいえ，組織に提供され

る資源には限りがあり，多様な目標の追求は組織における協働の効率を

低下させるので，組織目標は，所有者，特に代表者の欲求を全面的に反
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映しうるものではなし特定化されざるをえないのである。

また，この段階における支配関係は，中世の共同体におけるそれとは

明らかに異なる。先に述べたように，共同体内部の支配関係は，個々の

生活全体に及ぴうるものであった。これに対L，近代組織における代表

者と一般成員との支配関係は，権限関係というべきものであり，組織活

動の場面でのみ生起し，他の場面には波及しえない？だが，代表者は，

自己の保有している資源を権力源泉として，自己の欲求を組識目標に反

映しうるほど，その地位を媒介にして，他的成員を自己の意思に従わせ

ることが可能になるのである。なお，支配的所有者と，成員以外の他の

所有者との問，たとえば，企業の代表者である支配的な株主と，他の株

主との聞には，直提的な支配関係は存在しない。

Ill 組織の社会的主体化

きて，組織が，その目標達成能力を高めるためには，より多くの資源

が必要になってくる。逆に，協働としての組織は，個人に比して卓越し

た目標達成能力をもつがゆえに，多くの個人を組織へと誘因することに

なる。この2つの要因が相侠って，組織は次第に大規模化していく。そ

して，個人の保有資源には限度があるため，次第に組織の所有者は分散

化し，各人が提供する資源の全体に占める割合は低下せざるをえない。

つまり，個々の所有者が組織目標の達成に貢献しうる部分は，相対的に

小きくなっていくのである。その結果として，個人は組織に対する貢献

意欲を失っていく。なぜなら，組織目標は多少とも集合財的性格を有す

るがために，組織規模が大きい場合には，自己の貢献を少なくしても，

受け取る利得には差がないからであるロこうして組織に対して消極的な

所有者が多数出現才ることになる？

この所有者の分散化，そして，その結果としての消極的所有者の出現

は，全体的な合意形成を困難にする。そこで，代表者は組織活動の自由

度を増大させるために，次のような決定手続きの改定を行なう。それは
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多数決原理と委任投票権の導入て”ある？まず，多数決原理の導入によっ

て，代表者は，決定権限をもっ所有者の過半数の支持さえ得られれば，

自己の提案した方針を組織の方針として採択させることが可能になる。

このことは，委任投票権を行使して，組織的決定的場に参集しない消極

的所有者の投票権を自己の手中におさめることによって，さらに容易に

なる。また一般に代表者は，自己の方針に対する支持を取りつけるため

に，組織の既存のコミュニケーション チャネルを利用しうることが多

い。これに対して，反対者は，新たなコミュニケーション・チャネノレを

作り出して，他の所有者を糾合することが必要で，多大なコストを負担

せざるをえない。そのため，よほどのことがない限札所有者が代表者

の方針に反対することはなくなる。しかも代表者は，所有者の反乱を防

ぐだけの利益は供与しようとつとめるので，ますます代表者に対抗しう

る反対者が出現することは稀になる。結果として「寡頭制の鉄則？とし

て知られるごとしあたかも組織の代表者が支配者として定立したかの

ような事態が生じるのである。

また，組織の大規線化の進行は，目標達成に必要な活動を質量共に増

大させ，分業化を一層促進する。そして分業化によって生じた様々な職

務は専門化されることになる。このため，専門的職務を統括する代表者

の経営・管理的役割は高度化するとともに，組織の目標達成にとってき

わめて重要にならざるをえない。そこで，代表者としてはすぐれた組織

経営の能力が必要とされるようになっていく。単に，組織活動に緊要な

資源を提供している所有者だからといって，組織の代表者として適任と

いうわけではなくなるのである。こうして，組織の代表者の地位には，

組織の所有者ではない経営管理の専門家がすわることになる。これが，

いわゆる「所有と経営の分離？にほかならない。組織の大樹臭化にとも

なう，組織の主要な所有者の相対的な権力低下も，この所有と経営の分

離を促進する重要な要因である。

では，こうした所有と経営の分離は，組織の目標設定にどのような影
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響を及ぽすのであろうか。専門的な経営者としての組織の代表者は，先

に述べたように，組織の方針を決定する大幅な自由をもっo そこで，組

織目標の設定には，経営者が重要な役割をはたすことになる。経営者は

所有者とは異なり，その保有資源が直接的な利益の源泉ではない。経営

者が組織の代表者の地位を占めるようになったのは，その傑出した経営

能力によるとしても，利益の直接的源泉は代表者の地位自体である。そ

の地位を離れれば，経営者は，報酬・名誉等，地位に付随する利益の大

半を失うことになる。そこで，経営者はその地位を安定化しようとはか

る。

とはいえ，経営者自身は，形式的には自己を代表者にとどめておく権

利はもたない。それは，あくまで，決定権を有する所有者の手中にある。

しかし，所有者向分散化とともに，彼らは消極的な存在に転化している。

すなわち，所有者は，組織的決定に及ぽしうる影響力が相対的に低下し

ているがゆえに，組織目標に自己の欲求を反映させることを断念してい

るのである。そして，ただ一定水準の見返りさえあれば，組織へ資源を

提供し続ける。だが，その見返りが一定水準以下に落ち込んだ場合には，

他に類似した利得を与えてくれる組織があれば，そちらに資源をふりむ

けることになる。また，代替となる組織が存在しない場合には，利得の

増加を求めて代表者に抗議するか，あるいは，代表者の解任をせまるこ

とになる？それゆえ，所有者から直接退任を要求されるにせよ，所有者

が大量に離脱することによって組織の業績が低下し，それが結果として

解任圧力を生み出すにせよ，所有者への配分を減少させることは，経営

者の地位を危くするのである？

したがって，経営者にとっては，こうした事態をさけるために所有者

への分配を一定水準に保つことが，目標設定における制約条件になる？

そして，分配率を一定に保つために，組織の資源調達能力を低下させな

いこと，すなわち，組織の現状維持ないしは成長が必要とされる。また，

組織の存続・成長は，経営者の地位にともなう利得の確保を可能にする。
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その結果，たとえば宗教組織が経済分野で成長を遂げるように，成長が

どの領域におけるものかというような目標の内容そのものは問題にされ

ず，むしろ組織自体の存続ないしは成長が実質的な組織目標とされるよ

うになる。これは，組織目標が個人の欲求の直接的な反映ではなくなる

こと？言い換えれば，組織が個人の目標達成の手段としての性格を失う

ことを意味している。組織自体の存続・成長が自己目的化したのである。

これにともない，組織における支配の態様も変化せざるをえない。ま

ず，所有者は，その分散化によって直接的にも，また代表者の地位を失

うことによって間接的にも，自己の欲求を組織目標に反映しえなくなっ

ている。ただ，自己の資源提供の見返りが期待しえない場合に，組織を

離脱するか，あるいは代表者を解任に追い込むことができるにすぎない。

そこで，経営者に自己の提供した資源を使う実質的な権利を奪われ，ま

た成員を自己の意思に従わせることもできない以上．所有者はもはや組

織の支配者とはいえない。

次に，経営者は，確かに組織の方針決定に対する自由度を増大させて

いる。しかし，組織の存続ないしは成長が自己目的化L，経営者自身の

欲求を組織目標に反映させる余地は少ない。また，経営者が成員に対し

て行使しうる命令は，組織の権限関係の範囲内にとどまる。もちろん，

その地位を利用して，利得配分において自己の利益をはかることは可能

であり，組織の運営が順調にいっている場合には，それが一定範囲であ

れば容認されることが多い？しかし，いったん組織の業績が悪化した場

合には，地位利用が逸脱ないしは犯罪とみなされ，解任の理由とされる

ことになる。このように，組織に提供された資源を使用し，成員に命令

を与える権利の範囲は拡大しているが，それは直接的には自己の欲求を

満たすものではなしあくまでも組織自体の存続・成長を目的として行

使される以上，経営者も組織の支配者とはいえない。この意味で，所有

と経営の分離は経営者支配を生み出すという従来の議論ωは，支配の内

実を正確には把握していないといえよう。とはし、え，経営者が異常に傑
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出した資源をもち，カリス7性を帯びているとき，彼は，自己の恋意的

な欲求を組織目標に組み込み，権限として規定されている以上の権力を

行使し，組織を自己の支配下におくことが可能になる。こうした事態は，

宗教組織，政情不安定な国家等でしばしば生起するが，カリス7 の本質

としての非日常性のゆえに，一時的なものでしかありえないのである。

では，いったい誰が組織を支配しているのか。それは，組織それ自体

にほかならない。これまで述べてきたように，所有者も経営者も，とも

に自己の欲求を組織目標に組み込むことはできない。組織の存続・成長

が自己目的化している以上，所有者も経営者もこの目標に仕えるだけの

存在にすぎなくなっている。ここに，組織それ自体が組織の支配者とな

る。すなわち，組織は，経営者をそのエージエントとして，権限関係を

通じて一般成員を自己的存続・成長に向けて活動せしめるのである。言

い換えれば，組織は，個人とは切り離された独自の社会的行為主体とし

" て立ち現われるにいたったのである。そして．組織的存続・成長が脅や

かされるならば，社会的な逸脱・犯罪さえも引き起こすことになる？

N 組織社会としての現代

さらに，組織の大規模化は．新たな事態を生み出す。組織は，その規

模を拡大することによって，特定の資源についての寡占的供給者となり，

特定的目標達成についての寡占的遂行者となる。そこで，個人及び小規

模な組織は，その資源を入手するためには，またその目標達成に参与す

るためには，他に代わりとなりうる組織が少ないがゆえに，巨大化した

組織に依存せざるをえない。逆に，巨大組織側にとっては，個人または

小規模組織の提供する資源を入手しうる相手は他にも多数存在する。そ

こで，この両者の交換力的差異によって，巨大組織は交換において超過

利得を獲得することになる？

また，巨大組織は，豊富な保有資源とその分業体系を利用して，交換

関係において情報をコントロールすることが可能である。すなわち，自
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己の提供する誘因をより魅力的にみせる，取引相手についての情報を入

手する，取引の専門家をして交換にあたらしめる等の方法によって，交

換を有利に導き，より一層超過利得を収奪することができるのである？

このようにして，巨大組織に資源が集積されてくるわけであるが，こ

れは，所有者への資源配分が反乱を防ぐ程度の水準て”すむことによって

も促進される。そして，この集積された資源は，次なる成長の原資とし

て用いられる。その結果，組織はますます大規模化していく。組織が小

規模であったときは，資源を集めるためには様々な手法が必要とされた。

しかし，いまや組織の巨大性自体が，組織の大規模化を自動的に推し進

めていくかのようにみえる？外的規制lがないならば，組織はどこまで巨

大化していくのであろうか。

さて，巨大組織が叢生してくると，個人の提供しうる資源には限りが

あるので，必然的に他の組織，とりわけ他の巨大組織が組織関係者とし

て立ち現われる。そして，その提供する資源量の相対的比率は次第に増

加していく。この段階になると，組織自体が，当該組織と他の巨大組織

との連合体的な様相を呈する。関係者となった組織自体，自己の存続・

成長を目標として行動する主体であるがゆえに，参入した組織を自己の

目標達成の手段として利用するか，あるいは，資源、提供の見返りとして

超過利得を確保しようとはかる。また， 2つ以上の組織が，相互に所有

者として組織の決定権をもち合うこともある。これは，企業においては

株式の相互もち合いとして知られた事態聞であるが，相互に所有者とな

ることによって，所有者の安定化をはかり，組織の存続・成長を容易な

らしめようとするものである。いずれにせよ，組織関係者，特に所有者

内における他の巨大組織の割合が増大してくるにつれ，組織は当該組織

と他の巨大組織との利害バランスに基づいて運営されていくようになる

のである。このことは，個人所有者の無力化を一層助長していく。

さらに，巨大組織は，社会的行為主体として，様々な社会的・政治的

決定に関与し，豊富な保有資源を背景にして，その決定内容に影響を及
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ぽす。そこで，社会的・政治的な決定さえも，巨大組織の利害関係によ

って決まっていく？個人の欲求は，巨大組織にも，また社会的決定にも

部分的にしか反映されず，個人は無力感を深めていく？こうした個人の

無力化は，大衆社会論によって既に論じられてきたところのものである？

だが，それは，以上述べてきたメカニズムによって，組織が個人とは切

り離された独自の行為者として存立したことに起因するのであって，個

人が大衆化したことによるのではない。巨大組織が独立した行為者とし

て立ち現われ，社会全体が巨大組織の意思によって動いていく社会，そ

の意味で，現代は組織社会と呼ぶにふさわしいのでbある。

もちろん，この組織社会にあっても，個人がまったく自由を喪失した

わけではない。個人が共同体に全面的に包摂されていた中世社会とは異

なり，個人の生活時間の一部が組織の管理下にあるにすぎない。しかも，

個人は自己の自由意志で組織に参加し，離リ脱することが許されている。

にもかかわらず，個人が自由意志で参加・形成しているはずの組織が，

個人を支配するものに転化していることに組織社会特有の問題がある。

この間題の解決を国家の規制に頼ることは賢明ではない。なぜなら，国

家自体1つの組織であり，国家に巨大組織を規制する権利を付与するこ

とは，今まで述べてきたのと同様のメカニズムによって，国家を強大化

L，個人に対する抑圧性を高める結呆となるからてaある？管理社会論で

述べられているように，個人がその主権の一部を付与した組織としての

国家が，逆に個人を支配する存在に転化する。これは資本主義社会だけ

ではなく，社会主義社会にも共通する問題である。その意味で，組織社

会の成立は，体制貫通的な事態だといえよう。

v 理論社会学への示唆と残された課題

以上，コールマンの議論を参考にしつつ，組織社会の存立機制の骨格

を素描してきた。こうした組織社会論は，現代の構造一機在住義を中心と

した理論社会学の問題点をも示唆する。それは，主として社会分析の概
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念装置としての理論社会学じ現実社会の全体構成を明らかにする社会

理論との議離に起因すると思われる。本章では，支配権力論，また構

造一機能主義に基づく役割論，社会構造論等の問題点について，簡単に触

れることにしよう。

まず，従来の社会学における支配論は， ミルズのパワー・エリート論胸

に代表されるように，支配者としての個人の存在を暗黙の前提としてい

た。だが，ここまでの議論で明らかなように，現代では，組織自体が独

自の目標をもっ行為主体として存立し，経営者をエージエントとして用

い，成員である個人をして組織目標の達成に向かわせている。また，社

会的i決定の内容を左右するのも，強大な権力をもっにいたった組織自体

である。すなわち，組織が組織自体の，また社会における支配者として

立ち現われたのである。その意味で，これまでの支配者を個人に求める

議論は誤りだといえよう。

また，現代社会においては，組織自体は，その保有資源を権力源泉と

するのに対L，個人は，強犬な権力を有する組織の地位を利用して，権

力を行使することが多くなっている。それゆえ，現代における個人の権

力は，組織の権限に付随するものだといえよう。このように，個人の権

力源泉が組織上の地位にあるとするならば，プラウ伺lこ代表される交換理

論による権力論は，組織的文脈を捨象しているという点で，個人聞の権

力関係を扱うにしても妥当性を欠く？

さらに，これまでの支配権力論は，交換理論を基盤にしているため，

主として二者聞の関係から権力・支配を説明してきた。しかし，現代の

権力・支配現象は，組織内的決定にせよ，社会的な決定にせよ，複数の

主体による集合的決定を媒介にして発現することが多い。そこで，集合

的決定の問題をいかに組み込むかが，権力・支配論における今後の重要

な課題となるであろう。

次に，構造一機能主義的な理論社会学の問題点に議論を移すことにしよ

う。ここでは，特に個人と組織との同型性的仮定，社会構造の一元的把
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握，役割概念の包括性の3点について論じることにしたい。

まず，第一に，個人と組織の同型性について。構造機能主義ではしば

しば個人と組織ないしは集合体の行為主体としての同型性を前提にして

論理の展開をはかっている。確かに，これは組織自体が行為主体として

存立している現実を反映してはいる。しかし，権力・支配現象に関して

示されたように，組織と個人とて’はその行為様式において差異がみられ

る。したがって，単純に同型性を仮定して理論構成をすべきではない。

両者の行為主体としての異同を明確化することか望まれるのである。

第二に，社会構造の一元的把握について。構造一機能主義て怯，社会構

造を地位・役割の一元的な体系として把握し，個人と組織のいずれかが

その地位・役割を占有するとしている。個人の総体ではなし個人の地

位・役割を社会構造の構成要素とみなすのは卓見ではある。しかしなが

ら，組織か社会における主要な行為者となった現代においては，社会の

主要な地位・役割は組織が独占するようになる？そして，個人は組織内

の地位・役割を占有するにすぎない。すなわち，現代では社会構造が入

れ子構造化しているのである。それゆえ，社会構造を一元的にとらえる

のは適当ではない。

第三に，役割概念の包括性について。従来の役割理論では，父親・母

親といった全人格的な役割と，組織のエージエントとしての役割とを，

役割概念の中に包括して取り扱っている。しかし，両者は，その役割内

容の拡がり，役割と役割遂行者との心理的距離等の面において大きな違

いがある。そこで，呆たして両者を一括して役割と呼ぶべきかどうか疑

問の余地があるといえよう？このように，ここで取り上げた理論社会学

の諸部門における概念構成は，組織社会論の視点からみるならば様々な

問題点を有しているといえる。組織社会の現実に照らした再構成が必要

とされるのである。

本稿は組織社会の存立機制の簡単なスケッチであって，いまだ精妙き

を欠く部分が多い。したがって，今後に多くの課題を残している。まず，
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ここでは，企業，労働組合といった組織の種差を無視しているが，その

種差を埋める作業が残されている。次に，本稿では組織における個人的

連合体としての側面から組織社会の成立を論じてきたが，組織の管理的

側面との関連を明らかにすることがこれからの課題となる？また，組織

が社会的主体となったことによる影響を具体的に解明することも必要と

される。そして何より，マルクスの物象化論，ウェーパーの官僚制論，

管理社会論，大衆社会論等のすfれた現代社会論との異同と連関とを明

確化し，組織社会論の守備範囲を確定しなければならない。最後に，こ

れらの課題を解決することを通じて関われるべきことは，組織社会にお

ける個人の自由の問題にほかならないのである。
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